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【原料】 【給与対象】

【原料】 【給与対象】
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【原料】 【給与対象】

食品安全委員会における過去の評価結果等について

（豚、鶏用：別紙１）

・豚及び家きんが自然状態においてBSEに感染し、BSEを伝達す

るという科学的根拠はない。

（養魚用：別紙２）

・原料として供される豚及び家きんのBSEプリオンに対する感受

性・伝達性は低い。

※馬については、BSEの感受性に関する科学的知見がないため、人への食品健康影

響については評価することはできない。

　飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に

　基づく飼料の製造の方法等の基準及び成分規格の設定

 （答申：令和2(2020)年3月24日 ）

（別紙６）

・馬用飼料に利用可能なものとして設定される動物由来たん白質は、プリ

オン病の自然発症事例のない豚、鶏及びうずらに利用可能なものとして既

に設定されているもの。

・これらの動物と同様、馬にプリオン病の自然発生症例は確認されていな

いことから、これにより人の健康に影響を及ぼすとは考え難い。

※諮問内容：馬用飼料に含むことができる成分規格及び製造の方法等の基準を、

豚、鶏又はうずらの飼料と同様に設定

　めん山羊又は馬に由来する肉骨粉等の養殖水産動物用

　飼料への利用再開について（答申：平成29(2017)年10月24日）

（別紙４）

・「めん羊及び山羊のBSE対策の見直しに係る食品健康影響評価」（平成

28（2016）年1月評価）では、現行の反すう動物に対する飼料規制の実効

性が維持されることを前提とし、日本の野外におけるめん羊及び山羊の

BSE感染の可能性は極めて低く、人への感染リスクは無視できると判断し

ていることを踏まえると、めん羊及び山羊の肉及び内臓の摂取に由来する

BSEプリオンによる人での変異型クロイツフェルト・ヤコブ病発症は考え

難いと評価している。

・馬については、これまで野外でのプリオン病の報告は確認されていな

い。なお、馬のプリオンたん白質の構造がプリオン病への抵抗性に関与し

ている可能性があるとの報告がある。

　馬に由来する肉骨粉等の豚、鶏又はうずら用飼料への

　利用再開他について（答申：令和元(2019)年10月1日 ）

（別紙５）

・ 原料となる馬については、「食品健康影響評価について（回答）」

（平成29（2016）年10月24日)に記載のとおりであり、これを覆す新たな

知見はない。

・「豚由来たん白質等の飼料利用に係る食品健康影響評価」（平成16

（2004）年6月24日)において、豚及び家きんが自然状態においてBSEに

感染し、BSEを伝達するという科学的根拠はないと評価しており、これを

覆す新たな知見はない。

　牛肉骨粉等の養魚用飼料としての利用について

 （答申：平成26(2014)年10月7日）
（別紙３）

・今回、牛肉骨粉等を含む養魚用飼料の原料となる牛の部位については、

「BSE対策の見直しに係る食品健康影響評価②」（平成25（2013）年5月

評価）において、牛群のBSE感染状況、BSEプリオンの侵入リスク低減措

置（輸入規制）、増幅リスク低減措置（飼料規制等）及び暴露リスク低減

措置（食肉処理加工）に加え、牛と人との種間バリアの存在を踏まえる

と、日本においては、牛由来の牛肉及び内臓（特定危険部位以外）の摂取

に由来するBSEプリオンによる人での変異型クロイツフェルト・ヤコブ病

発症の可能性は極めて低いと評価している。

諮問

　豚由来たん白質等の飼料利用

 （答申：平成16(2004)年6月24日、平成19(2007)年10月4日）

豚、馬、鶏 豚、鶏、養魚用

【豚肉骨粉等】

豚又は馬に由来する肉骨粉、蒸製骨粉、加水分解たん白質

【家きん由来たん白質】

既に認められたもの（大臣確認済にチキンミール、フェザーミール、血

粉及び血しょうたん白）に加えて、蒸製骨粉及び加水分解たん白質

【牛肉骨粉等】

牛部位（SRM以外）を原料として製造される牛の肉骨粉、加水分解た

ん白、蒸製骨粉、血粉及び血しょうたん白

【めん山羊肉骨粉等】

めん山羊及び馬由来の肉骨粉、加水分解たん白又は蒸製骨粉、めん山

羊由来の血粉及び血しょうたん白

豚

【肉骨粉等】

馬に由来する肉骨粉、蒸製骨粉、加水分解たん白

【肉骨粉等】

肉骨粉、蒸製骨粉、加水分解たん白

牛 養魚用

めん羊、山羊、馬 養魚用

馬 豚、鶏、うずら

馬、豚、鶏、うずら 馬

小財恵(KOZAIMegumi)
スタンプ
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食品安全委員会
委員長 寺田 雅8

1 5消安第3 3 6 7号（平成1 5年1 1 月 1 1日付け）をもって貴省より当委
員会に対し意見を求められた食品健康影響評価の結果は下記のとお りですので通
知します。 なお、 プリオン専門調査会における審議概要及び

評

価結果をまとめた
ものを添付します。

記

1. 現在の知見では、 豚及び家きんが自然状態においてBSEに感染し、 BSEを
伝達するという科学的根拠はない。 従って、 豚及び家きんに由来する肉骨粉、
蒸製骨粉及び加水分解たん白質を豚及び家きん用の飼料として利用すること
による、 ヒトヘの直接的な食品健康影響については無視できると考えられる。

2. BSEの汚染が高いEU諸国では、 EC規則上、 認可された工場で食用として
製造され た動物性た ん白質を飼料原料として利用することを認めている。 しか
し、 各国の BSE汚染度のステ ー タス

評

価が確定するまで、 その施行が延期さ
れている。 従って、 現在、 動物性加工たん白質は全ての家畜に給与することは
禁じられている。 これは、 BSE高度汚染国では、 交差汚染 を防止することが
極めて困難であるという、 EUの経験に基づいていると考えられる。

わが国において、 豚及び家きん由来の肉骨粉、 蒸製骨粉及び加水分解たん白
質を豚及び家きんに飼料として与えることによるヒトヘのBSE感染リスクは、
牛での交差汚染 によるリスクであり、 と畜場、 食肉処理場、 レンダリングのい
ずれかで交差汚染が起こり、 かつ、 飼料工場、 輸送・販売、 農家のいずれかで
交差汚染の起こるリスクである 。 この交差汚染のリスクは、 これらと畜場から
農家に至る各過程において農林水産省による管理措置が遵守されれば十分軽減
されるものと 考えられる。

また、 我が国では豚から豚へBSEが増幅する可能性はきわめ て低いと推測
されるが、 今後、 ①我が国におけるBSE汚染の程度の確認、 ②豚へのBSE 病

原体の経口接種試験等に係る新たな知見の収集、 ③交差汚染防止の実施状況の
確認に努め、 その結

果

に基づき、 老齢の豚のレンダリングを避けることについ
て検討する等、 慎重な対応が必要と考えられる。
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（別添） 

豚由来たん白質等の飼料利用に係る食品健康影響評価について 

１ はじめに 
  食品安全委員会は、食品安全基本法（平成１５年法律第４８号）に基づき農林水産
省から豚由来たん白質等の飼料利用に係る飼料の安全性の確保及び品質の改善に関す
る法律（昭和２８年法律第３５号）（以下「飼料安全法」という。）に規定する飼料の基
準・規格の改正に係る食品健康影響評価について意見を求められた。（平成１５年１１
月１２日、関係書類を接受） 

農林水産省では、ほ乳動物由来たん白質の飼料利用について、BSE の感染経路を遮
断するために、平成１３年１０月１５日以降、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す
る省令の一部を改正する省令（平成１３年農林水産省令第１３３号）により禁止してき
たところである。ほ乳動物由来たん白質のうち、豚、馬及び家きん由来たん白質につい
ては、そのもの自体は BSE の感染源とはならないものの、原料の収集・製造段階で反
すう動物由来肉骨粉等が混入する可能性があるとして、飼料への利用を禁止されたとこ
ろである。しかし、豚、馬及び家きん由来の一部のたん白質については、他のたん白質
の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて、農林水産大臣の
確認を受けたものである場合に限って、牛以外の家畜の飼料に利用することが認められ
ている＊1。なお、農林水産省の「第12 回牛海綿状脳症（BSE）に関する技術検討会（以
下「BSE 技術検討会」という。）」（平成 1４年９月２４日開催）において、豚肉骨粉等
の豚・鶏用飼料への利用については、牛肉骨粉等の交差汚染の防止が確実になされるこ
とを条件に問題はないとされている[１]。 

当専門調査会は、第３回プリオン専門調査会（平成１５年１１月２７日開催）にお
いて、豚由来たん白質等の飼料利用に係る調査審議を実施した。その結果、現在の知見
では豚や家きんが自然状態において BSE に感染し、BSE を伝達する科学的根拠はない
と考えられるものの、豚や家きんに由来するたん白質を飼料として利用することについ
ては、交差汚染を防止するための管理措置に関する情報（海外の規制状況等を含む）を
参考とする必要があるとし、これらの情報等を収集した上で再度審議することとなった。 

第７回専門調査会（平成１６年３月２６日開催）において、収集すべきとされた情
報等を基に再度審議を行った。 

＊1 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令（平成 13 年農林水産省令第 137 号及び平
成 15 年農林水産省令第 67 号）により、以下のものについて家畜等（牛を除く）を対象とする飼料に含んでよい
こととされた。 

①豚又は馬に由来する血粉及び血しょうたん白質であって、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離さ
れた工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの（「確認済血粉等」という）。

②家きん由来のチキンミール、フェザーミール、血粉及び血しょうたん白であって、これら以外のたん白質の
製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの（「確
認済チキンミール等」という）。

③魚介類由来たん白質であって、ほ乳動物由来たん白質及び家きん由来たん白質の製造工程と完全に分離され
た工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの（「確認済魚介類たん白質」とい
う）。
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２ 農林水産省における今後の取扱いについて 
  農林水産省は、BSE 技術検討会における検討結果を踏まえ、以下のことについて飼
料安全法に基づく基準・規格の改正を行いたいとしている。 

（１） 豚肉骨粉等のうち、反すう動物由来たん白質の製造工程と完全に分離された工程
であることについて農林水産大臣の確認を受けた工程で製造されたもの（以下「確
認済豚肉骨粉等＊2」という。）ついては、豚、鶏、養魚用飼料として利用すること
を認めること。

また、既に飼料への利用が可能となっている動物由来たん白質（大臣確認を受け
た豚由来の血粉及び血しょうたん白、チキンミール、魚介類たん白質等）と確認済
豚肉骨粉等の原料を混合して製造された動物由来たん白質についても、豚、鶏、養
魚用飼料として利用することを認めること。 

（２） 家きん由来たん白質については、既に飼料利用が認められている大臣確認済のチ
キンミール、フェザーミール、血粉及び血しょうたん白（脚注*１参照）に加えて、
農林水産大臣の確認を受けた工程で製造された蒸製骨粉及び加水分解たん白につ
いても、豚、鶏、養魚用飼料として利用することを認めること。

（３） 上記（１）及び（２）の飼料については、誤用・流用を防止する観点から、牛等
の飼料に混入しないよう保存するとともに、使用上及び保存上の注意事項を表示す
ること等を義務づけること。

３ 豚肉骨粉等について 
  農林水産省から提出された資料では、以下のとおり定義される。  

「豚肉骨粉等」とは、ほ乳動物由来たん白質のうち、豚又は馬に由来する肉骨粉、
蒸製骨粉、加水分解たん白質をいう。 
「肉骨粉」とは、食肉を取り除いた後の骨、内臓、くず肉などを原料にして加熱処
理によって脂質を分離し、乾燥させて細かく砕いた粉末状のものをいう。 
「蒸製骨粉」とは、骨を加熱・加圧し、脂質・液分を除いた細かく砕いた粉末状の
ものをいう。 
「加水分解たん白」とは、内臓、くず肉、乳たん白等をたん白分解酵素や化学的処
理によって液状に分解したものをいい、粉末状、ペースト状などにして飼料に利用
される。 

４ 飼料工場等の工程分離状況
（１） 農林水産省によれば、豚由来肉骨粉、蒸製骨粉、加水分解たん白質を製造・出荷

する飼料製造届出工場（レンダリング工場）約 100 工場のうち、農林水産大臣の確
認を受けることが可能と見込まれる工場は、平成 15 年度末までに 11 工場、平成
16 年度中に５工場であり、これら 16 工場のうち、鶏を混合処理する工場は７工場
となっている[２]。また、鶏専用工場は、現時点で 25 工場となっている。

（２） 配合飼料大手工場についても、農林水産省によれば、牛用飼料と豚・鶏用飼料の
製造工程分離などの対策に対応可能な工場数は、平成 15 年度末までに 138 工場の
うち 72 工場、平成 16 年度末までに 139 工場のうち 123 工場、平成 17 年度当初に
は全工場に達する見込みであるとされている[３]。

＊2 反すう動物由来たん白質の製造工程と完全に分離された工程であることについて農林水産大臣の確認を受けた工
程で製造された豚又は馬に由来する肉骨粉、蒸製骨粉、加水分解たん白。 
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（３）今後、農林水産省は、認可を受けたレンダリング工場及び飼料製造工場に対して
立ち入り調査を行い、措置の監視を実施することとしている。 

 
５ 海外における規制及び利用実態について 
    EU の EC 規則（Regulation（EC）No1774/2002）によれば、食用に適する動

物由来の副産物などの指定物質（第 3 種物質＊3）であって、認可された工場で製造
された動物性たん白質については、飼料原料として利用可能とされているが[４]、
各国のステータス評価が確定するまでの間は動物性加工たん白質をすべての家畜
へ給与することを禁止することとなっている。また、調査した限りにおいても、EU
加盟国及びスイスにおいて現時点で豚由来肉骨粉を豚及び家禽の飼料に利用して
いる国はない[５]。 
米国及びカナダでは、豚及び馬を除くほ乳動物由来たん白質又はそれらを含む全

ての物質について、反すう動物への給餌を禁止しているが、豚及び鶏に由来するた
ん白質を反すう動物の飼料に利用することは可能となっている。 

    なお、BSE 感染牛の出生年の情報が入手できる英国及び仏国について、BSE 発
生数年別・出生年別及び規制時期をグラフに示し、規制時期と BSE 発生数の関係
を比較検討した。 

 
６ 食品健康影響評価について 
豚肉骨粉等の飼料利用に係る食品健康影響評価について、BSE 技術検討会、第３回及

び第 7 回プリオン専門調査会における審議結果も踏まえつつ、以下のとおりとりまとめ
た。 
（１） 豚肉骨粉等について（豚及び馬の BSE 感受性・伝達性について） 

豚における BSE の神経病原性・伝達性についての報告によれば、BSE に感染し
た牛の脳を用いた複数の経路（脳内、静脈内及び腹腔内）による接種試験で、69
～150 週の潜伏期を経て病変が確認され、臨床症状が出る前の病理学的な変化が２
頭の豚で接種後 105 週と 106 週に認められた。また、感染した豚の組織を材料と
したマウスへの脳内及び腹腔内接種試験では、中枢神経系、胃、十二指腸、遠位回
腸、膵臓に感染性が認められている。一方、豚に BSE 感染脳を 1-2 週間隔で３回
給餌した場合、7 年間にわたって、経口投与した豚に BSE の病変は確認されてい
ない。従って、豚は BSE に感受性はあるが、経口暴露による自然感染はないであ

                                                 
＊3 第 3 種物質は、以下に説明される動物性副産物又はそのような副産物を含む全ての物質により構成される。 

(a)と畜された動物の一部で、共同体法規に基づきヒトの食用として適当であるが，商業的理由によりヒトの食用を
目的としないもの、(b)と畜された動物の一部で、ヒトの食用として不適格となったが、ヒト又は動物に対して感染
性のある疾病の兆候による影響を受けていないもの、及び共同体法規に基づきヒトの食用として適当であるとされ
たと体に由来するもの、(c)生前検査の結果、共同体法規に基づきヒトの食用として適当とされ、と畜場でと畜され
た動物に由来する皮及び皮膚、蹄及び角、豚毛及び羽毛、(d)生前検査の結果、共同体法規に基づきヒトの食用とし
て適当とされ、と畜場でと畜された反芻動物以外の動物から採取された血液、(e)脱脂骨及び脂肪かすを含むヒトの
食用を目的とした製品の製造によって生じる動物性副産物、(f)食品残渣以外の動物に由来する元食品又は動物に由
来する元食品を含む製品で、商業的理由又は製造上又は包装上の欠陥あるいはその他の欠陥により、ヒトの食用を
目的としなくなったもの、(g)製品を介してヒト又は動物に対する感染性のある疾病の臨床的兆候を示さない動物に
由来する未加工の乳、(h)魚粉製造を目的として、外洋で捕獲された魚又は海生哺乳類を除く海生動物、(i)ヒトの食
用の魚製品を製造する工場からの魚由来の生の副産物、(j)製品を介してヒト又は動物に対する感染性のある疾病の
臨床的兆候を示さない動物に由来する卵殻、孵化場の副産物及びヒビの入った鶏卵の副産物、(k)製品を介してヒト
又は動物に対する感染性のある疾病の臨床的兆候を示さない動物に由来する血液、皮及び皮膚、蹄、羽毛、羊毛、
角、毛及び毛皮、(l)第 4 条(1)(e)に示すもの（国際的輸送手段からの食品残渣）以外の食品残渣。 
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ろうと結論付けられている[６, ７]。 
なお、欧州委員会科学運営委員会の報告では、上記の研究成果、英国における豚

への BSE 感染の疫学的状況、現在進行中の豚における BSE 感染の研究等から、豚
は経口では BSE に感染しないと結論付けられており、豚の各臓器、組織について
特定危険部位として扱う科学的根拠はないとされている[８]。 
また、豚のプリオンたん白遺伝子を発現するトランスジェニックマウスを使った

感染実験では、高力価の BSE 感染因子を脳内に接種すると、全てのブタトランス
ジェニック(poTg)マウスが臨床症状を呈し、低用量の BSE 感染因子の接種では、
コントロール群マウスの 42%が感染したのに対し、poTg マウスでは感染しなかっ
たことから、牛と豚の間には強い種の壁が存在していることが示唆されるとの報告
がある［9］。同時にこの報告では、異常プリオンたん白質が検出されなかった BSE
接種 poTg マウスの脳乳剤を使用して、別の poTg マウスに 2 代継代感染を試みる
と感染因子を検出できたことから、牛プリオンの初期暴露により潜在的感染を生じ
た poTg マウスの脳組織が再度 poTg マウスに接種された場合には、感染性を有す
る可能性が示唆されるとしている[9]。このことから、一旦、豚で BSE 感染が成立
すると、豚の間で容易に感染が拡大する可能性が理論上あり得るが、①牛の SRM
の食品・飼料への利用が禁止され、かつ、牛由来たん白質の交差汚染を防止するた
めの適切な管理が実施できる施設でのみ豚及び家きん由来の肉骨粉、蒸製骨粉及び
加水分解たん白質の利用が認められること、②豚では経口暴露による自然感染は成
立しないとされている［6-8］こと、③BSE に高度に汚染された英国等で豚に BSE
の発症例が認められていないこと、④日本における BSE 汚染の程度は英国に比べ
低いこと、⑤牛と豚の間には、強い種の壁が存在していることが示唆されている［9］
こと、⑥と畜される豚の月齢は牛のと畜月齢に比べて低いこと等から、我が国では
豚から豚へ BSE が増幅する可能性はきわめて低いと推測される。
しかしながら、poTg マウスを使った脳内接種試験の結果から、豚での BSE の不

顕性感染の起こる理論的可能性は、同種動物間での病原体の増幅という重要な問題
につながる可能性があるため、今後、①本年 4 月に全面的に実施されるようになっ
た死亡牛検査の成績の蓄積による我が国における BSE 汚染の程度の確認、②豚へ
の BSE 病原体の経口接種試験等に係る新たな知見の収集、③交差汚染防止の実施
状況の確認に努め、その結果に基づき、と畜される豚の月齢の検討、特に種豚のよ
うな老齢の豚のレンダリングを避けることについて検討する等、慎重な対応が必要
と考えられる。 
一方、馬における BSE の感染性等に関する報告、BSE 又は TSE 感染の疫学的調

査報告はない。 
（２） 家きん由来の蒸製骨粉及び加水分解たん白質について（鶏の BSE 感染性・伝達

性について）
BSE に感染した牛の脳材料を鶏に脳内接種、腹腔内接種あるいは経口投与しても

海綿状脳症は認められていない [10]。また、BSE 高度汚染国である英国において
も、BSE が鶏に伝達するという疫学的な証拠はないとされている[11, 12]。 

（３）交差汚染によるリスクについて
豚由来の肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質を飼料として豚に与えることに

よるヒトへの BSE 感染リスクは、a)交差汚染により BSE が牛から牛へと増幅する
こと、その結果、ｂ）牛での汚染が進み、ヒトへの感染が起こるというリスクであ
る。従って、牛への交差汚染が防止できれば、ヒトへのリスクは極めて低いと考え
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られる。 
豚由来の肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質を飼料として豚に与えることに

よる交差汚染のリスクは、a)と畜場、食肉処理場及びレンダリングの過程のいずれか
で交差汚染が起こり、かつ、ｂ）豚の肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質を利
用した豚用飼料が牛用飼料に交差汚染を起こす場合である。 
豚由来の肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質を豚の飼料として与えることに

よる、各過程の交差汚染のリスクは以下のように評価される。 
   と畜場 牛のと畜と豚のと畜は別の施設、あるいはライン分離した施設で行う：

交差汚染リスクは低い 
   食肉処理場 牛の処理と豚の処理は別施設、あるいは処理区域を分離する：交差

汚染リスクは低い 
レンダリング 牛と豚・鶏用のレンダリングは別施設あるいはラインを分離す

る：交差汚染リスクは否定できない 
   飼料工場 牛用と豚・鶏用は別施設、あるいはラインを分離する：交差汚染リス

クは低い
輸送・運搬 牛用飼料は専用の容器、あるいは専用車で輸送する：交差汚染リス

クは低い
農家 牛用飼料と豚・鶏用飼料は混用しない：交差汚染リスクは否定できない 

７ 結論 
（１） 現在の知見では、豚及び家きんが自然状態において BSE に感染し、BSE を伝達

するという科学的根拠はない。従って、豚及び家きんに由来する肉骨粉、蒸製骨粉
及び加水分解たん白質を豚及び家きん用の飼料として利用することによる、ヒトへ
の直接的な食品健康影響については無視できると考えられる。

（２） BSE の汚染が高い EU 諸国では、EC 規則上、認可された工場で食用として製造
された動物性たん白質を飼料原料として利用することを認めている。しかし、各国
の BSE 汚染度のステータス評価が確定するまで、その施行が延期されている。従
って、現在、動物性加工たん白質は全ての家畜に給与することは禁じられている。
これは、BSE 高度汚染国では、交差汚染を防止することが極めて困難であるとい
う、EU の経験に基づいていると考えられる。
わが国において、豚及び家きん由来の肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質を

豚及び家きんに飼料として与えることによるヒトへの BSE 感染リスクは、牛での
交差汚染によるリスクであり、と畜場、食肉処理場、レンダリングのいずれかで交
差汚染が起こり、かつ、飼料工場、輸送・販売、農家のいずれかで交差汚染の起こ
るリスクである。この交差汚染のリスクは、これらと畜場から農家に至る各過程に
おいて農林水産省による管理措置が遵守されれば十分軽減されるものと考えられ
る。 
また、我が国では豚から豚へ BSE が増幅する可能性はきわめて低いと推測され

るが、今後、①我が国における BSE 汚染の程度の確認、②豚への BSE 病原体の
経口接種試験等に係る新たな知見の収集、③交差汚染防止の実施状況の確認に努
め、その結果に基づき、老齢の豚のレンダリングを避けることについて検討する等、
慎重な対応が必要と考えられる。 
これらのことから、豚及び家きん由来の肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質
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を豚及び家きんの飼料に利用することに当たっては、交差汚染を防止するための適
切な管理が実施できる施設にのみ認められるべきである。また、交差汚染を科学的
にチェックするために、十分な感度・精度を有する技術の開発により一層努力し、
今後、安全性を検証する仕組みを構築するべきである。 

（３） 馬については、現時点において、ＢＳＥの感受性に関する科学的知見がなく、馬
に由来する肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質を豚、馬及び家きんの飼料とし
て利用することによる、ヒトへの食品健康影響については評価することはできな
い。
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１ はじめに 

 食品安全委員会は、食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）に基づき農林水産省

から、豚由来たん白質等の飼料利用に係る飼料の安全性の確保及び品質の改善に関す

る法律（昭和 28 年法律第 35 号）（以下「飼料安全法」という。）に規定する飼料の基

準・規格の改正に係る食品健康影響評価（以下「リスク評価」という。）１）について

意見を求められた（平成 15 年 11 月 12 日、関係書類を接受）。 

 

 食品安全委員会からリスク評価の付託を受けたプリオン専門調査会は、調査・審議

を行い、豚及び家きんに由来する肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質（以下、「豚

肉骨粉等」という）を豚及び家きん用飼料として使用することについては、「現在の

知見では、豚及び家きんが自然状態において BSE に感染し、BSE を伝達するという科

学的根拠はない。従って、豚肉骨粉等を豚及び家きん用の飼料として利用することに

よる、ヒトへの直接的な食品健康影響については無視できると考えられる」とし、ま

た、「豚肉骨粉等を豚及び家きんの飼料に利用することに当たっては、交差汚染を防

止するための適切な管理が実施できる施設にのみ認められるべきである。また、交差

汚染を科学的にチェックするために、十分な感度・精度を有する技術の開発により一

層努力し、今後、安全性を検証する仕組みを構築するべきである。」というリスク評

価結果を、平成16年6月24日に食品安全委員会委員長から農林水産大臣に通知した。
２） 

 

農林水産省は、第 19 回プリオン専門調査会（平成 17 年 1 月 21 日開催）において、

リスク評価結果を踏まえたリスク管理措置について説明を行った後、平成 17 年 4 月 1

日以降、豚肉骨粉等については、その製造工程がこれらのたん白質以外の動物由来た

ん白質の製造工程と分離されていることを農林水産大臣が確認した場合に限り、豚及

び家きん用の飼料に用いることを認めることとした。３） 

 

一方、豚肉骨粉等を養魚用飼料原料として使用することについては、リスク評価に

必要なデータが不足していたことから、調査・審議は行わなかった。２） 

 

その後、農林水産省から、豚肉骨粉等を養魚用飼料原料として使用することに係る

データ４）、５）が提出されたことから、当専門調査会は、第 43 回プリオン専門調査会（平

成 19 年 3 月 14 日開催）、第 45 回専門調査会（平成 19 年 6 月 28 日開催）、第 46 回

専門調査会（平成 19 年 8 月 7 日開催）において、豚肉骨粉等を養魚用飼料原料に用

いることに係る調査・審議を実施した。 

 

２ 農林水産省における今後の取扱いについて 

農林水産省は、飼料安全法に基づく省令を改正し、豚肉骨粉等を養魚用飼料原料と

して使用したいとしている。 

なお、使用に際しては、現在、豚肉骨粉等を豚及び家きん用の飼料として使用する

際に求めている措置と同一の、以下の措置を行うことを義務づけるとしている。 

・ 原料の収集先（と畜場、食肉処理場、販売店等）で原料に他の動物由来たん白質が

混入しないよう分別されていること。 

・ 原料の輸送には、専用の容器を用いるとともに、原料供給管理票による管理を行う
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こと。 

・ 豚肉骨粉等の製造は、他の動物由来たん白質の製造工程と完全に分離した工程で行

うこと。 

・ 製造の記録を 8年間保存すること。 

・ 製造された豚肉骨粉等の輸送には、専用の容器を用いるとともに、肉骨粉等供給管

理票による管理を行うこと。 

 

３ 豚肉骨粉等について 

農林水産省から提出された資料によれば、以下のとおり定義される。  

「豚肉骨粉等」とは、豚及び家きんに由来する肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白

質をいう。 

「肉骨粉」とは、食肉を取り除いた後の骨、内臓、くず肉などを原料にして加熱処理

によって脂質を分離し、乾燥させて細かく砕いた粉末状のものをいう。 

「蒸製骨粉」とは、骨を加熱・加圧し、脂質・液分を除いた、細かく砕いた粉末状の

ものをいう。 

「加水分解たん白」とは、内臓、くず肉、乳たん白等をたん白分解酵素や化学的処理

によって液状に分解したものをいい、粉末状、ペースト状などにして飼料に利用され

る。 

 

４ 飼料工場等の工程分離状況     

 農林水産省によれば、平成 17 年 4 月時点において、豚肉骨粉等を原料として飼料

を製造・出荷する飼料製造工場 94 工場のうち、反すう動物以外の飼料のみを製造し

ているのは 59 工場である。また、反すう動物の飼料と反すう動物以外の飼料を製造

しているのは 35 工場であるが、これらの工場は、全て製造工程を分離している。４） 

 

５ 海外における規制及び利用実態について 

EU においては、飼育動物(Farmed animals)に対する動物性加工たん白質の使用を禁

止しており、豚肉骨粉等を養魚用飼料原料に用いることも禁止している。６）、７） 

米国及びカナダでは、豚及び馬を除くほ乳動物由来たん白質又はそれらを含む全て

の物質について、反すう動物への給餌を禁止しているが、豚及び家きん由来たん白質

を養魚用飼料に利用することは可能となっている。８） 

 

６ 食品健康影響評価について 

豚肉骨粉等を養魚用飼料原料に用いることに係る食品健康影響評価について、第 43

回、第 45 回、そして第 46 回プリオン専門調査会において審議を行い、以下のとおり

とりまとめた。 

 

（１）豚及び家きんの BSE プリオンに対する感受性・伝達性について 

豚及び家きんの BSE プリオンに対する感受性・伝達性については、豚由来たん

白質等の飼料利用に係る食品健康影響評価２）において、豚及び家きんが自然状態

において BSE プリオンに感染し、BSE を伝播するという科学的な根拠はないとされ

た。９）、10）、11）、12）、13）また、欧州委員会科学運営委員会の報告では、上記の研究

成果、英国における豚への BSE 感染の疫学的状況、豚における BSE 感染の研究等
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から、豚は経口では BSE に感染しないと結論付けられており、豚の各臓器、組織

について特定危険部位として扱う科学的根拠はないとされている。14） 

 

（２）製造・販売過程等における交差汚染について 

豚肉骨粉等を養魚用飼料原料に用いることによるヒトへの BSE 感染リスクとし

ては、製造工程・輸送時等において交差汚染が起こり、a)プリオンに汚染された

養魚用飼料を給餌された魚を摂食して、あるいは、その魚を飼料（魚粉）として

給餌された牛を通してヒトへの感染が起こること、b)プリオンに汚染された養魚

用飼料が、反すう動物用飼料と交差汚染を起こし、それを給餌された牛を通して

ヒトへの感染が起こること、c)プリオンに汚染された養魚用飼料から環境（飲用

水）を介してヒトへの感染が起こることが考えられる。従って、養魚用飼料原料

及び養魚用飼料へのプリオンの交差汚染が防止できれば、ヒトへの感染リスクは

低下する。 

豚肉骨粉等を養魚用飼料として与えることによる、各過程の交差汚染のリスク

は以下のように評価される。 
 

① 原料の供給４） 

と畜場、食肉処理場、販売店等の原料の収集先で、他の原料が混入しないよう分別

し、原料の輸送に専用の容器を用いるとともに、豚由来原料供給管理票による管理

を行うため、交差汚染によるリスクは低いと考える。 

② 化製場４） 

豚肉骨粉等の製造は、化製場のレンダリング製造工程において、他の動物由来たん

白質の製造工程と分離した状態で行っている。また、豚肉骨粉等供給管理票による

管理を行うとともに、製造記録を 8年間保存している。製造された豚肉骨粉等は、

専用容器で配合飼料工場へ輸送している。これまで、22 件の事業所が、農林水産

大臣による確認を受け、飼料用の豚肉骨粉等を製造しているが、これまで（独）農

林水産消費安全技術センター（旧（独）肥飼料検査所）による年 1回の検査で違反

は確認されていない。上記より、交差汚染によるリスクは極めて低いと考える。 

③ 配合飼料工場４） 

養魚用飼料の製造は、豚肉骨粉等と植物性原料を用いて、豚・家きん・養魚用飼料

製造工程において、反すう動物用製造工程と分離された状態で行っている（平成

17 年 4 月 1 日から製造工程の分離を義務化した）。また、養魚用飼料である旨、表

示を行うと共に、製造・販売の記録を 8年間保存している。これらについて、（独）

農林水産消費安全技術センターは、年 2回の検査を実施している。上記より、交差

汚染によるリスクは極めて低いと考える。 

④ 販売業者及び養殖業者等４） 

飼料販売業者において、製造された飼料について、購入元及び販売先等を帳簿に記

載するとともに、魚に用いる飼料である旨、表示を行うこととなっている。また、

都道府県が、販売業者に立入検査を実施して、適正な飼料製造について確認を行っ

ている。さらに、養殖業者についても、都道府県の水産業普及指導員1が漁業に関

                                                  
1 「水産業普及指導員」とは、水産業改良普及事業推進要綱(平成 17 年 3 月 16 日付け 16 水推第 1023

号農林水産事務次官依命通知）により、漁業の動向及び漁業技術の進歩に対応し的確な技術指導を行

うことを目的として定められ都道府県に設置される 



 
 

 6

する技術指導の一環として、養魚用飼料の使用に関する指導を行うとともに、都道

府県の水産試験場及び農林水産省の農政事務所の職員も飼料の適正使用等につい

て確認・指導を行っている。 

上記より、適正な飼料の使用が実践され、誤用流用による交差汚染のリスクは低

いと考える。 

 

（３）魚の TSE プリオンに対する感受性・伝達性について 

スクレイピープリオン（139A）に感染したマウス（C57/BL）の脳をホモジナイ

ズして、カレイ（Turbot）及びマス（Trout）に経口接種（0.05ml：106.6LD50相当）

及びその他の経路｛（脳内（0.03ml：106.4LD50 相当）、腹腔内（0.1ml：106.9LD50 相

当）、筋肉内（0.1ml：106.9LD50相当）｝で接種した。
15）接種 1～90 日後、器官の一

部（脳、腸、脾臓、筋肉）をマウスに脳内接種して、感染性を確認した。 

経口的に接種したマス 8尾中 1尾の腸で、接種 1日後に感染性が確認されたが、

その他の器官は感染性が確認されなかった。接種 15 日後以降は、カレイ及びマス

の全ての器官で感染性が確認されなかった。また、経口接種以外の接種経路で接

種されたカレイ及びマスは、接種後 15 日及び 90 日後の臓器の一部で感染性が確

認された。さらに、スクレイピープリオンを含有した溶液に、マスの腸管を浸漬

したところ、腸管粘膜層でプリオンが検出されたが、漿膜側に移動することはな

かったという結果から、スクレイピープリオンは、接種 15 日後以降、魚の腸管に

留まることはなく、また、魚の腸管粘膜層にスクレイピープリオンは吸着される

が、腸壁を越えて体腔内に取り込まれることはないと考えられる。 

次に、BSE プリオンに感染した牛材料をマス及びタイ（Sea Bream）に経口及び

脳内接種した。16）接種 1～120 日後において、マス及びタイに異常な泳ぎ等の臨床

症状は確認されなかったとともに、脳等の器官における組織学的所見、免疫組織

学的所見、そしてウエスタン・ブロット試験において、感染は確認されなかった。 

また、食用に供するサケ（Salmon）、マス、スズキ（Sea Bass）等の魚のプリオ

ンたん白質遺伝子の相同性は高く、反対にほ乳動物のプリオンたん白質遺伝子と

魚のプリオンたん白質遺伝子の相同性は 40%未満と報告されており 17）、ほ乳動物と

魚の間には高い「種の壁」が存在するとされているが、近年、ほ乳動物のプリオ

ンたん白質遺伝子とフグ（Puffer fish）の遺伝子が、高い相同性が認められると

の知見がある。18） 

 しかし、これまでの得られた知見を踏まえれば、これまで養殖及び野生の魚が、

TSE プリオンに自然感染した知見はなく 17）、また、ほ乳動物のプリオンが、魚のプ

リオンの構造の変化及び増幅を引き起こすことを示した知見はない。17） 

 上記の知見により、魚の腸管経由で TSE プリオンが侵入・増幅することは困難

であると考える。 

 また、農林水産省の BSE まん延防止対策として、飼料及び飼料添加物の成分規

格等に関する省令（昭和 51 年農林省令第 35 号）の規定に基づき、魚粉等の魚介

類由来たん白質は、牛への使用は禁止されており、仮に、プリオンが魚に侵入し

た場合でも、牛を経由したヒトへのリスクは無視できるものと考えられる。 

 

（４）環境（水系）中のプリオンについて 

上記の知見により、豚及び家きんの BSE プリオンに対する感受性・伝達性は低
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く、豚肉骨粉等を養魚用飼料に用いる各過程において、交差汚染防止の措置が講

じられ、さらに、仮にプリオンが養魚用飼料原料に混入したとしても、魚の TSE

プリオンに対する感受性・伝達性は低いと考えられるが、養魚用飼料の使用量は

決して少ないとは言えないことから、プリオンによる環境（水系）を通じたヒト

へのリスクに関して、養魚用飼料の特性及び使用量、養殖の形態等の知見５）を用

いて検討を行った。 

英国における BSE プリオンの感染試験 19）によって推定された BSE 感染末期牛の

BSE プリオンの感染価に関する知見を用いて、2001 年以前生まれの BSE 感染牛の

摘発数（年間約 10 頭）とほぼ同数の BSE 検査で検出限界以下の牛が存在し、と畜

場に搬入されたと仮定した。20）次に、と畜場、食肉処理場、小売店、レンダリン

グにおける「最悪のシナリオ」を用いて、事象の起こる確率及び起こった場合の

感染価について検討を行った。 

結果として、1年間に日本人の誰かがBSEプリオンに汚染された水を飲む確率は、

「最悪のシナリオ」に基づけば、4.2×10-3～4.2×10-5（最大リスクで 1,000 年に

4.2 回）。その時の総感染価は「最悪のシナリオ」に基づけば、0.001～0.15CoID50

（CoID50:Cattle Oral Infectious Dose 50%）と考えられ、1 CoID50に達するには、

年間約 60～10,000 頭の BSE 感染牛が蓄積される必要がある。 

「種の壁」を考慮すれば、ヒトへのリスクは、上記の算出した数値よりもかな

り低いと考えられ、また、現実的には上記のような事態は想定が困難であること

から、環境（水系）を通じたヒトへのリスクは、無視できるものと考えられる。 

 

なお、水系環境中における BSE のリスク評価に関する知見 21）によれば、プリオ

ンは水系内に均一に分布しているわけではなく、固形物等に付着する可能性が高

いため、現実のリスクは、上記で算出したリスクよりもさらに低いものになると

考えられる。 

 

７ 結論 

（１）原料として供される豚及び家きんの BSE プリオンに対する感受性・伝達性は低い。

原料の収集先は、他の原料が混入しないよう分別されているとともに、化製場及

び配合飼料工場では、反すう動物用とその他の動物用の製造工程が分離されてい

る。また、保管及び輸送において、養魚用飼料と反すう動物用飼料は交差汚染の

防止が行われている。 

原料の供給から養魚場で養魚用飼料として使用されるまでの各過程において、農

林水産省による管理措置が遵守されるのであれば、交差汚染によるヒトへのリス

クは十分に低いと考える。 

 

（２）仮に、BSE プリオンが養魚用飼料原料に混入したとしても、これまでに得られた知

見によれば、魚が自然状態においてプリオンに感染し、増幅することは非常に困

難であり、プリオンが増幅した魚をヒトが食品として食べること及び飼料を通じ

て他の動物に侵入・増幅することは非常に困難である。さらに、環境（水系）を

通じたプリオンのヒトへのリスクを考慮しても、ヒトへのリスクは無視できると

考える。 
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（３）馬については、現時点において、BSE に対する感受性に関する科学的知見がなく、

馬に由来する肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質を豚、馬、家きん、養魚用

飼料として利用することによる、ヒトへの食品健康影響については評価すること

はできない。 

 

８ おわりに 

（１）農林水産省は、本評価に基づき実施した管理措置等について、食品安全委員会に

報告することとする。また、豚肉骨粉等を養魚用飼料原料に利用して製造するこ

とは、交差汚染を防止するための適切な管理が実施できる施設にのみ認められる

べきであり、関連する管理措置について、遵守するよう努力すべきである。 

 

（２）プリオンについては、科学的に不明な点が多く、利用出来るデータも少ないため、

リスク評価に必要な研究を一層推進する必要がある。また、本評価の基本となっ

た科学的知見に関して、今後、新たな知見及び技術的革新が得られた場合には、

リスク評価の見直しを行うことが必要である。 
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農林水産大臣

西川 公也 殿

府 食 第 7 7 1号

平成2 6年10月7日

食品安全委員会

委員長 熊谷

食品健康影響評価について（回答）

會国陛全
＼言言同刷

平成26年9月11日付け26消安第3000号（以下「通知」 という。）により貴省から当

委員会に対し意見を求められた牛肉骨粉等（牛の部位（※）を原料として製造される牛の

肉骨粉 、 加水分解たん白、 蒸製骨粉、 血粉及び血しょうたん白をいう。 以下同じ。）の養

魚用飼料としての利用については、 以下に示す理由から、 牛肉骨粉等を含む養魚用飼料を

摂取した魚を人が摂取した場合のリスクは無視できると考えられることから 、 食品安全基

本法（平成15年法律第48号）第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及

び程度が明らかであるときに該当すると認められる。

なお、 農林水産省は通知別紙の2に記載されている管理措置 を導入することとしている

ことから、 現行の飼料規制等の効果に影響を及ぼすことは考え難い。

1. 今回、 牛肉骨粉等を含む養魚用飼料の原料となる牛の部位については、「牛海綿状脳症

(BSE)対策の見直しに係る食品健康影響評価②」（平成25年5月13日付け府食第374

号）において、牛群のBSE感染状況、BSEプリオンの侵入リスク低減措置（輸入規制）、

増幅リスク低減措置（飼料規制等）及び曝露リスク低減措置（食肉処理工程）に加え、

牛と人との種間バリアの存在を踏まえると、日本においては、牛由来の牛肉及び内臓（特

定危険部位以外）の摂取に由来する BSE プリオンによる人での変異型クロイツフェル

ト ・ ヤコブ病発症の可能性は極めて低いと評価している。

2. 「豚由来たん白質等の飼料利用に係る食品健康影響評価」（平成 19 年 10月 4 日付け府

食第975号 ）において、 仮にBSEプリオンが養魚用飼料の原料に混入したとしても、

これまでに得られた知見によれば、魚の腸管経由でBSEプリオンが侵入・増幅すること

は困難であると評価している。 当該評価以降においても、 魚においてBSEプリオンが増

幅し伝達したことを示す科学的知見は確認されていない。

※ 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則（平成14年厚生労働省令第89号）第2

条で定める牛の特定部位、 月齢が30月を超える牛の脊柱（背根神経節を含み、 頸椎横突起， 胸

椎横突起， 腰椎横突起， 頸椎棘突起， 胸椎棘突起， 腰椎棘突起， 仙骨蕊， 正中仙骨稜及び尾椎を

除く。）及びと畜場法（昭和28年法律第114号）第14条の検査を経ていない牛の部位を除いた

部位。



農林水産大臣
齋藤 健 殿

ぃ）

府 食 第 7 1 5 号 ・
平成2 9年1 0月24日

委員長 佐藤

食品健康影響評価について（回答）

平成29年8月29日付け29消安第2946号（以下「通知」という。）により貴省から当
委員会に対し意見を求められためん山羊又は馬に由来する肉骨粉、 加水分解たん白又は蒸
製骨粉及びめん山羊に由来する血粉又は血しょうたん白（以下「めん山羊肉骨粉等」とい
う。）の養殖水産動物用飼料（以下「養魚用飼料」という。）としての利用については、 下
記に示す理由から、 食品安全基本法（平成15年法律第48号）第11条第1項第2号の人
の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。

なお、 貴省は通知別紙の2に記載されている管理措置を導入することとしていること か
ら、 現行の飼料規制等の効果に影響を及ぼすことは考え難い。

記

1.「めん羊及び山羊の牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しに係る食品健康影響評価」（平
成28年1月12日付け府食第4号）では、現行の反すう動物に対する飼料規制の実効性
が維持されることを前提とし、日本の野外におけるめん羊及び山羊の BSE 感染の可能
性は極めて低く、 人への感染リスクは無視できると判断していることを踏まえると、 め
ん羊及び山羊の肉及び内臓等（※）の摂取に由来する BSE プリオンによる人 での変異
型クロイツフェルト・ヤコブ病の発症は考えがたいと評価している。

2. めん山羊肉骨粉等の原料となる馬については、 これまで野外でのプリオン病の存在は
報告されていない。 なお、 馬のプリオンたん白質の構造がプリオン病への抵抗性に関与
している可能性があるとの報告がある。

3. 「豚由来たん白質等の飼料利用に係る食品健康影響評価」（平成19年10月｀4日付け府
食第975号） では、 仮にBSEプリオンが養魚用飼料の原料に混入したとしても、 これ
までに得られた知見によれば、魚の腸管経由でBSEプリオンが侵入・増幅することは困
難であると評価している。当該評価以降、魚 でBSEプリオンが増幅し伝達したことを示
す科学的知見は確認されていない。

※ と畜場法（昭和28年法律第114号）第14条の検査を経ていないめん羊及び山羊の部位並びにと畜場

法施行規則（昭和28年厚生省令第44号）別表第一に規定されため・ん羊及び山羊の部分を除いた部位。

ぐ



兇
府 食 第3 7 3号

令和元年1 0月1日

農林水産大臣

江藤 拓 殿

食品安全委員会

委員長 佐藤

食品健康影響評価について（回答）

令和元年9月24日付け元消安第2313号（以下 「通知 」 という。）により貴省から当委

員会に対し意見を求められた馬に由来する肉骨粉等の豚、 鶏又はうずら用飼料への利用再

開等に関する規制の見直しについては、 下記に示す理由から、 食品安全基本法（平成 15

年法律第48号）第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らか

であるときに該当すると認められる。

記

1. 原料となる馬については、 「食品健康影響評価について（回答）」（平成29年10月24

日付け府食715号）に記載のとおりであり、 これを覆す新たな知見はない。

2. 「豚由来たん白質等の飼料利用に係る食品健康影響評価」（平成16年6月24日付け府

食第696号）において、 豚及び家きんが自然状態において牛海綿状脳症(BSE)に感染

し、 BSEを伝達するという科学的根拠はないと評価しており、 これを覆す新たな知見は

ない。

3. なお、 通知に記載の管理措置が適切に運用されることを前提として、 現行の飼料規制

等の効果に影響を及ぼすことは考え難い。



農林水産大臣

江藤 拓 殿

府 食 第 2 9 6 号

令和 2 年 3月24日

食品安全委員会

委員長 佐藤洋

食品健康影響評価の結果の通知について（回答）

令和2年3月18日付け元消安第5409号をもって農林水産大臣から食品安全委

員会に意見を求められた事項については、下記の理由から、食品安全基本法（平

成15年法律第48号）第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び

程度が明らかであるときに該当すると認められる。

記

1. 馬を対象とする飼料（以下「馬用飼料」という。）の成分規格として、 次

に掲げる農薬の飼料中の基準（牛を対象とする飼料（以下「牛用飼料」とい

う。） と同じ基準値）を設定することについて

y-BHC、BHC (a-BHC、B-BHC、y-BHC及び8BHCの総和をいう。）、DDT

(DDD及びDDEを含む。）、 アルドリン及びディルドリン（総和をいう。）、

エンドリン 、 ヘプタクロル

馬用飼料の成分規格として 、 上記農薬の飼料中の基準を設定することにつ

いては、牛用飼料が罵用飼料として使用されている実態があることを踏まえ、

新たに規制を導入するものであることから 、 これにより基準設定以前と比較

して、 人の健康に悪影響を及ぼすとは考え難い。

苓
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